
四日市市告示第１７１号 

四日市市飼い主のいない猫の避妊等の手術費補助金交付要綱の一部を改正する要綱

を次のように定める。 

 令和５年３月３１日 

四日市市長  森 智 広 

 

四日市市飼い主のいない猫の避妊等の手術費補助金交付要綱の一部を改正する

要綱 

 四日市市飼い主のいない猫の避妊等の手術費補助金交付要綱（平成２８年四日市市

告示第９０号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（補助金の額） （補助金の額） 

第３条 補助金の交付額は、次のとおり

とする。ただし、避妊手術及び去勢手

術に係る費用が下記の金額に満たない

ときは、当該手術費用を補助金の額と

する。 

第３条 補助金の交付額は、次のとおり

とする。ただし、避妊手術及び去勢手

術に係る費用が下記の金額に満たない

ときは、当該手術費用を補助金の額と

する。 

(1) 避妊手術（雌猫）１頭につき  

１０，０００円 

(1) 避妊手術（雌猫）１頭につき 

６，０００円 

(2) 去勢手術（雄猫）１頭につき 

７，０００円 

(2) 去勢手術（雄猫）１頭につき 

５，０００円 

  

（補助金の交付） （補助金の交付） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 申請者は、第１項に規定する補助金

交付決定通知書の交付の日から２か月

以内に当該猫の避妊又は去勢手術を受

けさせなければならない。ただし、当

該手術の日は、決定通知書の交付の日

３ 申請者は、第１項に規定する補助金

交付決定通知書の交付の日から１か月

以内に当該猫の避妊又は去勢手術を受

けさせなければならない。ただし、当

該手術の日は、決定通知書の交付の日



の属する年度の末日を超えないものと

する。 

４ 補助金の交付は、申請者が第１項に

規定する補助金交付決定通知書及び委

任状を協力獣医院に提出し手術を実施

したときは、手術費と補助金の額とを

相殺して行うものとし、それ以外の獣

医院で手術を実施したときは、飼い主

のいない猫の避妊等手術費補助金請求

書（第４号様式）に飼い主のいない猫

の避妊等手術実施証明書（第５号様

式）及び領収証を添付し手術後３０日

以内に市長に請求するものとする。 

 

５ 協力獣医院は、補助金の額と同額を

飼い主のいない猫の避妊等手術費補助

金請求書（第６号様式）により市長に

請求するものとする。 

 

附 則 

１ （略） 

（有効期限） 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限

り、その効力を失う。 

の属する年度の末日を超えないものと

する。 

４ 補助金の交付は、申請者が第１項に

規定する補助金交付決定通知書及び委

任状を協力獣医院に提出し手術を実施

したときは、手術費と補助金の額とを

相殺して行うものとし、それ以外の獣

医院で手術を実施したときは、飼い主

のいない猫の避妊等手術費補助金請求

書（第４号様式）に飼い主のいない猫

の避妊等手術実施証明書（第５号様

式）及び領収証を添付し市に請求する

ものとする。 

 

 

５ 協力獣医院は、補助金の額と同額を

飼い主のいない猫の避妊等手術費補助

金請求書（第６号様式）により市に請

求するものとする。 

 

附 則 

１ （略） 

（有効期限） 

２ この要綱は、令和５年３月３１日限

り、その効力を失う。 

 

第１号様式の３から第７号様式までを次のように改める。 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 ２ 項 の 改

正 は 、 告 示 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 要 綱 の 施 行 の 際 、 こ の 要 綱 に よ る 改 正 前 の 飼 い 主 の い な い 猫 の 避 妊

等 の 手 術 費 補 助 金 交 付 要 綱 に 規 定 す る 様 式 に よ る 用 紙 で 、 現 に 残 存 す る も

の は 、 所 要 の 修 正 を 加 え 、 な お 使 用 す る こ と が で き る 。  

 （ 四 日 市 市 申 請 書 等 の 押 印 の 取 扱 い の 特 例 に 関 す る 要 綱 の 一 部 改 正 ）  

３  四 日 市 市 申 請 書 等 の 押 印 の 取 扱 い の 特 例 に 関 す る 要 綱 （ 令 和 ３ 年 四 日 市

市 告 示 第 １ ８ ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

改 正 後  

（ 押 印 の 省 略 ）  

第 ２ 条  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 要 綱 の 規 定 す る 手 続 又 は 様 式 の う ち 、 同

表 の 中 欄 に 掲 げ る 手 続 又 は 様 式 に つ い て は 、 当 該 要 綱 の 規 定 に 関 わ ら

ず 、 押 印 を 要 し な い も の と す る 。 た だ し 、 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 条 件 を

満 た す 場 合 に 限 る 。  

 要 綱 名  手 続 又 は 様 式  備 考   

 （ 略 ）   

 四 日 市 市 生 食 用 食 用 肉 の

取 扱 指 導 要 綱 （ 平 成 ２ ４

年 四 日 市 市 告 示 第 ３ ９ ６

号 ）  

（ 略 ）   

 四 日 市 市 社 会 福 祉 施 設 に

お け る 苦 情 解 決 事 業 実 施

（ 略 ）   



要 綱 （ 平 成 １ ７ 年 四 日 市

市 告 示 第 ２ ９ ２ 号 ）  

 （ 略 ）   

 

 

改 正 前  

（ 押 印 の 省 略 ）  

第 ２ 条  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 要 綱 の 規 定 す る 手 続 又 は 様 式 の う ち 、 同

表 中 欄 に 掲 げ る 手 続 又 は 様 式 に つ い て は 、 当 該 要 綱 の 規 定 に 関 わ ら

ず 、 押 印 を 要 し な い も の と す る 。 た だ し 、 同 表 右 欄 に 掲 げ る 条 件 を 満

た す 場 合 に 限 る 。  

 要 綱 名  手 続 又 は 様 式  備 考   

 （ 略 ）   

 四 日 市 市 生 食 用 食 用 肉 の

取 扱 指 導 要 綱 （ 平 成 ２ ４

年 四 日 市 市 告 示 第 ３ ９ ６

号 ）  

（ 略 ）   

 四 日 市 市 飼 い 主 の い な い

猫 の 避 妊 等 の 手 術 費 補 助

金 交 付 要 綱 （ 平 成 ２ ８ 年

四 日 市 市 告 示 第 ９ ０ 号 ）  

第 １ 号 様 式 の ３ 及 び

第 ４ 号 様 式 か ら 第 ７

号 様 式 ま で  

第 ４ 号 様 式 及 び

第 ６ 号 様 式 に つ

い て は 、 署 名 を

し た 場 合 に 限

る 。  

 

 四 日 市 市 社 会 福 祉 施 設 に

お け る 苦 情 解 決 事 業 実 施

要 綱 （ 平 成 １ ７ 年 四 日 市

（ 略 ）   



市 告 示 第 ２ ９ ２ 号 ）  

 （ 略 ）   

 

 

（ 健 康 福 祉 部 衛 生 指 導 課 ）  


